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貴重なお時間をいただき，このような機会を与えていただきましてどうもありがとうございます。

2000年代に入って雇用格差による矛盾が深刻化し，リーマンショックを経て民主党政権が誕生

しました。民主党がマニフェストの中で雇用について公約したものは，自殺防止をする，働くこと

を望む全ての人に就業のチャンスがある社会をめざす，格差を是正する，非正規労働者，長期失業

者の就職支援体制の確立，均等待遇を実現するといったことで，マニフェストに記載されています。

また民主党政権は，税と社会保障の一体改革とともに雇用改革にも着手しており，いくつかの改

革を実現してきました。しかし，昨年の12月の総選挙における自民党の地滑り的な大勝利で，こ

の流れは全く逆の方向に，つまり規制緩和の方向に舵を切っています。

改革は，労使間や政党間の綱引きの到達点だとか調整の結果ということですので，改革の中には

対立するいずれの方向にもきっかけを作るという要素が含まれています。今日は，「雇用の格差」

という問題解決に挑んで行かなければならなくしたものは一体何だったのか，改革の到達点はどこ

まで来ているのか，そして私たちは未来に向かってどんな課題を背負うことになったのかについて，

実務家として感じていることを率直に言葉に出してみたいと思います。

また一覧（後掲表１）をつけております。これは有期，パート，派遣と，この民主党政権下でど

んな改革が行われてきたのかを，労働側が求めたものに対して星取表のようにして，全く駄目だっ

たもの，成功したもの，成功したけれども不十分であるもの，というようなかたちでいろいろ印を

つけさせていただきました。折に触れてその意義などについてお話をさせていただければと思って

おります。

Ⅰ．雇用とは何か

まず雇用とは何か，雇用格差とは何を問うものであったのかについて私なりの問題意識を話させ

ていただければと思います。

１．ライフラインとしての雇用

日本は，2000年代後半以降金融危機に見舞われ，2010年代早々には東日本大震災に見舞われま
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した。それとともに，労働相談の最前線では，雇用とは何かということを痛感させられる事件がた

くさん寄せられるようになりました。１つは，「派遣切り」に象徴されるように，雇用がいとも簡

単に生活の基盤を奪ってしまうような脆弱なものになってしまったことが露呈されました。「流行

語大賞」になりたくないような「派遣切り」という言葉が流行語大賞になったわけですけれども，

「派遣切り」を蔓延させた司法の責任も問われなければなりません。この問題については，私自身

内心忸怩たるものがありまして，後からもまたこの問題に触れてみたいと思っております。

また石川啄木の歌で「はたらけどはたらけど猶我が暮らし楽にならざりぢっと手を見る」という

のがありましたけれども，現在の雇用は「働いても働いても貧しくなるだけ」というように，当時

から質が変わってきているように思います。要するに，働いても働いても貧しくなるだけの報われ

ない雇用が社会の中に広がって，努力しない者がそのような雇用しか与えられないのは当たり前で，

引き受けなければならない責任だ，というような考え方が広がってきた。そうしたところで貧富の

格差とは何かが問われ，個人の責任や努力の違いによって生み出されたものではなく，社会の構造

が生み出した矛盾であるということが改めて人々の共通の認識になり，それが新しい政権を生み出

した原動力になったのだと思います。「買い叩かれる労働」というのは，世代を超えて貧困を再生

産するだけでなく，人間の再生産そのものを不可能にするところに深刻な意味がありますが，この

ような労働の買い叩きの拡大は，産業社会の未来に非常に深刻な警告を発するものでもあったわけ

です。だからこそ，この政変劇が起きたということだと思います。

金融危機から東日本大震災を経て，被災地を超えて全国の雇用に激震が走りました。このことを

契機にして社会的包摂ホットラインが生まれ，いろいろな相談を耳にしたりします。私は相談員で

はないのですけれども，知人たちが最前線で電話相談を受けていて，心が裂かれるような相談がた

くさんあることを知りました。こういった相談の中に共通するのは，自分は生きていてもいいのか，

その価値が認められているのかを問う叫びが伝わってきます。この問いは，およそ人間には権利が

あるのだけれども，それが，その人の存在と尊厳が根底から奪われていることを実感させられるも

ので，言葉を失います。今生きている，その場に存在するということ自体への根本的な疑問がある

ように思えて，人間としての権利の基盤というのは何を意味するのかを考えさせられました。震災

は，社会が作り出した亀裂・裂け目から，その矛盾を瞬時に凝縮した形で一気に噴出させるもので

すが，私たちはそうした事態に見舞われる中で，雇用とは労働者にとってのライフラインであって，

社会経済のライフラインでもあるということを痛感させられてきました。

例えば「河北新報」は，社と社員がともに被災する中で，被災地に生きる人々をさまざまな形で

報道しています。記者は自分でも被災者という立場ですから，同じ被災者でなければ光を当てられ

ない真実を新聞紙上を通じて全国に発信しています。例えば家族を失って自分だけが生き残ったと

いう自責の念に襲われて呆然としていたところに職場から電話連絡があって，クビは切らない，一

緒に働いてほしいと誘われて働いているうちに，忙しさで子どもを失った悲しみから一瞬だけ解放

される。働くことを通じて社会やみんなのために役に立っているという自分がいることに気づかさ

れる。生きていてもよかったのではないかということを少しずつ実感できるようになった。といっ

たような記事を見ますと，何も言わなくても人間にとっての雇用とか仕事の普遍的な意味というも

のが理解できるのではないかと思ったりします。
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私は阪神・淡路大震災でも震災を理由に解雇された労働者の権利問題についてもかかわらせてい

ただきましたが，個人加盟制の労働組合に加入して，解雇を撤回させた中で，仲間の支援を得て仕

事に戻ることができ，ひとりではないということ，自分には生きて働く価値があったのだというこ

とを思い知らされ，励まされたり，働く者としての誇りを取り戻したという実感が伝えられていま

す。東日本大震災は，雇用が労働者にとっても，経済社会にとってもライフラインであることを心

に刻んだ貴重な経験を与えてくれたように思います。

そういった経験から，この間の雇用崩壊とも言うべき深刻な問題は一体何を問うものであるのか

を整理する必要があるのだと思います。私も『労働ダンピング』（岩波新書）の中で経済というの

は人間のためのものではないか，人間によって担われているのではないか，その人間を大切にする

ことができなくて何が経済なのか，などというような生意気なことを書いたのですが，そういう観

点からすると，そもそも経済というのは生み出された利益を配分し調整するシステムを含んで成り

立っているわけで，別に金融工学みたいに算数だけ，数学だけで決められていくというものではな

い。それは社会の配分システムを決める政治を含んだものであり，社会システムというものを前提

にしなければならないはずです。だから，雇用，あるいは雇用のあり方とは社会システムの中心的

なテーマであり，社会が雇用というものを重点的な課題として位置付けることの必要性を実感させ

られました。

２．雇用の何が問われたのか

さて，この間に何が問われたのかに整理をつけるとすれば，それは第１に，家族を含んだ生活の

ための経済的基盤としての雇用のあり方が，憲法25条，「健康で文化的な」人としての生活の水準

を満たしているのかどうかということでした。それから第２に，雇用とは，未来を切り開く力だと

か，あるいは生きがいの源泉でもあるということでした。ただ経済的な基盤であるというだけでは

なく，その人がその社会の中で生きて，そして存在することに価値があるということ，自分の行い

にはみんなから受け入れられる価値があるのだと実感できるということ，自尊という言葉を使う人

もいますけれども，そういうものはやはり雇用の主要な部分を占めているわけです。それが満たさ

れない雇用，細切れで機械のパーツのようになって，そして痛みを感じる人間性というものを捨て

ていかないととてもじゃないけれども働き続けること自体が耐えられない，そういう労働が増えて

いる中で，人間にとって雇用とは何かという問題を提起する必要があるのではないかと思いました。

また３番目には，自尊のよりどころとしての雇用であるためには人権が満たされていなければなら

ない。それは経済社会の原則といいますか基盤でもあるわけで，そのような基盤となり得る活力あ

る経済社会の基盤としての雇用というものは何なのかという問題にもつながっていく問題意識で

す。

私は34年にわたって労使の問題に向き合って来ました。労使というのは真正面から利害が対立

する関係にあるわけですが，そのなかでも，両者に一致する点は何かと問われれば，それはまさに

雇用とは何かという，問題ではないのかと思います。それは戦後経済が高度成長期を経て今日まで

一定の成長を得る基盤でもあると考えます。

社会の活力は，そういう観点で見れば人権が保障されている度合いによるのだということも，や

はり対立する労使が一致して認め合わなければならないことだと思います。ハローワークなどで企
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業に集まっていただいて行う研修会などがあるのですが，企業の活力だとか社会の活力は，ひとり

ひとりが公正に報われていると実感できているか，自分と家族を大切にできているか，大事にして

いる自分のまわりの人たちや自分自身も同じように大事にできるつながりがあるか，あるいは現実

の壁にチャレンジして，未来に希望をつなぐことができるのか，といったことが人権が保障されて

いるという具体的な要素なのだと思いますが，そうしたことが活力ある雇用と職場の大前提にある

のだということを押さえておく必要があるだろうと思います。

３．雇用格差

そして，雇用格差とは何かといった場合に，ただ賃金格差とか待遇の格差というだけではありま

せん。また，雇用格差を作り出している労働市場の分断と二極化というものをどう見るのかという

目線にも，そうした観点が求められると思います。

１つは何と言っても社会的に問題になっている所得格差です。実は非正規雇用の問題に関わって

いると，例えば雇用継続とか待遇向上への「期待格差」というものが非常に大きいことがわかりま

す。そして賃金などの待遇や休暇などの労働条件格差が，使用者や社会からの期待の格差として受

け止められるものでもあるということに着目する必要があるのではないかと思います。自分ではや

りがいのある仕事に就いてその職場で不可欠な人材であることが実感できたとしても，この賃金や

待遇，労働条件の格差には耐えられないという人たちがとてもたくさんいるのです。アンケートな

どを取りますと，やはりそういう意見が噴出するように出てきており，多くの非正規労働者が，

「気持ちを切り替えないと働き続けられない」と訴えています。人間は差別や暴力と向き合う時に

いろいろな対処行動を取るわけで，ただ闘うということだけではありません。それを受け入れたり，

あるいはかわしたり，闘ったりしながら自分自身の人生を切り開いていくわけで，そういういろい

ろな対処行動を英知を駆使して選択していることをアンケートの隅々から汲み取ることができま

す。中には本当に気持ちを切り替えて，差別されている分だけ，格差を強いられている分だけは働

かないのだという切り替えをする人たちもいます。闘おうとする人に対して，「それはあなただか

らできるのだ」とそっぽを向いたり，批判がましい姿勢をとるのも，そうした対処行動の一つでし

ょう。差別や暴力によるこうした影響は，複雑に社会を変えていくものです。差別や暴力のない社

会を築いていくためには，そうした人間の生き延びるための対処行動を変革の力に変えることが必

要です。

所得格差や前述した意味での「期待格差」は，一人ひとりの仕事や社会への向き合い方，ひいて

は社会関係のあり方を大きく変えていきます。そういう意味で労働運動をも変えていくのだと思い

ます。意識的に闘うことがなければ未来を切り開くことはできないわけですけれども，格差は，一

人ひとりの未来を切り開く力の格差にも深く影響しており，教育を受ける機会の格差の問題にも繋

がる深刻な問題です。

「生きがい格差」というのも非常に深刻です。労働相談だけでなく，人間の生活の中で起きる相

談事というのはこうした人間としての格差の問題につながっていて，社会の現状のような矛盾の中

で一人ひとりがそれぞれの場面で闘っている姿に心を打たれます。こういう生きがい格差というの

は，職場や社会や家庭における「尊重度合い」の格差だとか，それから安心・安定・健康の格差だ

とか，それから本当に鋭い問題で，自己コントロール可能性といいますか，職場の労使関係の問題
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で言えば労働契約上の使用者との対等性の格差とか，そういうものがすべて表れます。

特に非正規雇用は，契約の締結の自由はありません。正規雇用とは違って自由な労働スタイルで

あると規定してしまう人たちの考え方が，何か斬新で未来を作るかのように受け止められている節

もありますが，細切れの雇用で自分の生活をつながなければいけない時に契約を締結する自由はあ

るのか，という根本的な問題を忘れています。そうしたことから始まって，自分の人生を自分で決

定するということ自体が非正規雇用はやりづらい。待遇は差別的な雇用を象徴するものですし，そ

ういうことだからハラスメントも受けやすい，しかしそれに抵抗しようとすれば容易に職場を失っ

てしまう，そんな大きな困難にその都度直面させられ，自分を守ったり正義を貫こうとすれば，逐

一膨大なエネルギーを割かなければならないのです。

ある若者が，こういう非正規雇用の細切れのかたちで働いて生活を繋がなければならない絶望を，

社会保険も，年金も何も保障されていないために，人間として当たり前の感性を切り捨てなければ

働き続けられないような労働に命を閉じるまで従事しなければならない気持ちがわかるのか，と吐

き出すように訴えています。私はその気持ちは，自分でそうなってみなければわからないけれども，

半分ぐらいはやっぱり痛みとして引き受けることができるような気がしました。

Ⅱ．労働市場の二極化

貧富の格差だとか雇用格差というのは，正規雇用の削減が進む一方で，非正規雇用が増加し続け

るという常用代替がドラスティックに進行し，労働市場の二極化を顕著にしてきました。それは人

間としての格差，つまり人生の格差を生じさせてしまう。そのために，この問題は，社会の民主主

義的な基盤と人権に関わるもの，そして，一人ひとりが真剣に向き合い，解決することが求められ

ている課題ではないかと思います。そういう観点から，なぜ労働市場の二極化が進行したのか。そ

の結果として未来に何がもたらされるのかを，もう少し実務上の観点から問題提起をしてみたいと

思います。

１．経済配分システムの構造変化とジェンダー

まず企業は利益を株主に優先的に配分して雇用には配分しなくなった。これはどこでも指摘され

ているところです。その結果，人件費の安い非正規雇用に使用者が手を伸ばすようになってきて，

長期雇用と年功賃金というのが非常に硬直的であるからこそ非正規雇用が増加したという，そうい

う捉え方が一般的に行われてきました。私は，これは一つの側面を捉えているに過ぎないと思いま

す。１つは経済の配分システムそのものの問題といいますか，構造化された差別の問題を無視して

この非正規雇用の増加を捉えることはできないと考えています。日本型雇用システムは，労働義務

の範囲を包括的に使用者に委ねることによって弾力的な働き方を可能とするものでしたし，そうし

た正社員中心の労働組合が企業別労使関係を軸としながら春闘方式を編み出し賃上げ待遇改善交渉

を通じて労働者に利益を配分するシステムを作ってきた。それが日本の競争力の源泉となって経済

成長を支えてきました。しかしそれは正社員中心の配分調整システムであって，その分配も主たる

生計維持者である男性に重きを置くものでした。実はその矛盾が，マネタリズムであるとか，経済

構造の変化であるとか，新自由主義的な規制緩和政策のなかで地殻変動にあって，その基盤が揺ら

いでいる，そこに大きなポイントがあると思います。
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非正規雇用が増えるに従って正社員中心の労働組合は組織率を低下させられますし，非正規雇用

が拡大するにしたがって正規雇用の待遇も変化します。個別処遇への流れはもう必然的で，正規雇

用の中でも自分の待遇を改善するためには労働組合を頼りにするのではなくて自分の努力を頼りに

するという方向に大きく変わってきました。労働側の綱引きする力の弱体化が，この社会の配分シ

ステムに悪循環をもたらす。それにより亀裂が深まることによってさらに非正規雇用の拡大と賃金

の低下が加速される。そんな関係にあるのではないかと思います。所得格差と貧困の急速な拡大は，

そういった複合的な悪循環が集約されたと見るべきですが，より根本的にはこのシステムのジェン

ダーによる格差をもたらす構造に着目する必要があったと思います。

正規雇用の削減が進んで，それを上回るかたちで非正規雇用が増加させられるという循環が生み

出されてきたわけですけれども，日本の労働市場においては，正規雇用から非正規雇用への転換が

進んでも，非正規雇用から正規雇用への転換はほとんど見られない，身分固定的なものになってい

るというところに大きな特徴があります。よく非正規雇用というのはグローバル化の文脈で捉える

という説が多いのですけれども，特殊日本的な経済配分システム，その構成要素の中でも日本型雇

用システムの差別的な構造に着目して，この非正規雇用問題を捉える必要があることを痛感させら

れます。ここから非正規雇用問題は，そうした性差別の文脈の中で捉えることが極めて大事だと思

うようになりました。

２．非正規雇用とは何か

では非正規雇用とは一体何なのか，なぜそんなにも身分固定的であるのかということです。非正

規雇用を中立的に定義しますと，短時間であるという契約上の要素，あるいは有期の定めを置いて

いる，または間接雇用であるといったような，契約の要素の１つ，または複数の組み合わせによっ

て成り立つ雇用です。こうした要素ゆえに，非正規雇用をフリーな労働と位置づける傾向もありま

すが，その内実には４つぐらいの特質があります。

１つは，自立しようとすれば死ななければならないという矛盾した低賃金です。たとえば，時給

1,000円の労働者が３人の就学時期の子どもを養育しながらひとりで育てるという場合に，生活扶

助から住宅扶助，教育扶助，医療扶助，すべての扶助を合算すると月額30万円ぐらい，それ掛け

ることの12で360万円です。時給1,000円の労働者であれば3,600時間働く。800円の時給の労働

者で4,000時間働く。これは過労死のデッドラインである3,100時間をはるかに超えています。要

するに自立して生きようとすれば死ななければならない。そういう矛盾した雇用を日本の社会はこ

れまで許容してきたのです。このように，自立して生きようとすれば死ななければならないほどの

低賃金，それが１つの非正規雇用の性質です。

それから期間の定めによる雇用と生活の不安定が付き物であるということ。それに，労働者派遣

など商取引を含んだ働き方は，労働が究極の買いたたきにあって，人間性まで搾り取られてしまい

ます。このような商取引化された労働は，その日々を生きて行くために契約締結の自由さえありま

せん。一体，これが「雇用」といえるのでしょうか。

働いても働いても貧しくなるだけの，人間の再生産も不可能にしてしまうような労働が生み出さ

れてきた。そして司法はそれに対して何ができたのかということが問われることになるわけです。

非正規雇用について触れなければならないもう１つの点ですが，日本型雇用システムから排除さ
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れているという労働としての側面であります。非正規雇用というのは言葉のとおり，正規雇用の反

対形相にある雇用形態と位置づけることができます。日本型雇用システムから排除されたOthersと

しての位置づけを持った雇用だということです。

非正規雇用と正規雇用の待遇格差というのは，日本型雇用システムのコアにあるところの，企業

との結びつきの程度だとか，あるいは期待と役割だとか，責任とか，そういった違いによって説明

されてくるわけです。短時間雇用とか有期雇用につきまとう低賃金とか雇用の不安定は，企業との

結びつきが強い定年までの雇用保障との見返りとして企業が期待している役割と責任を引き受けら

れるか，その報いとして家族を扶養する賃金を受け取るという，そういうシステムの中に包摂され

ている正規雇用との違いとして正当化されてしまうところがあります。しかしそういった正規雇用

としての企業との結びつきなどは，性別分業によって支えられなければ完結し得ないものですから，

それは待遇格差を合理的に説明する根拠とはなり得ないというのが私の見解です。むしろ差別性を

補完するものでしかない。

このように見てくると，非正規雇用とは日本型雇用システムの適用から除外されるOthersとして

の雇用，すなわち家族的責任を主に負担し，長期雇用，長期勤続の期待から除外される女性が支配

的な雇用形態となるのは必然的であると思います。こういう男女間の格差をもたらす要因が日本型

雇用システムのどこにあるのかということを見てくると，それは差別を構造化した，そして非正規

雇用はその構造化された差別によって特徴づけられる雇用形態ではないのかということになりま

す。短時間労働がなぜ安いのかというと，家計補助的労働だということに原因があるわけです。間

接雇用とか期間の定めというのも性差別のダミーとして利用されるという側面がありますし，利用

され方の乱用の形態も見ていきますと，差別と不即不離の関係にありました。

こういう非正規問題が何を提起しているのかということで概括的に見ますと，人間として生きる

という基本において差別されてはならない権利とは何なのか，すべての労働者に保障しなければな

らない雇用と権利とは何か，ということではないか。ただ格差を緩和すればよいと言うような量的

なレベルの問題ではなく，雇用本来のあり方を問うものであったということに着目しなければ，本

当の雇用改革というのは実現できないのではないかと思います。そして日本の非正規雇用というの

は先ほども申しましたように，グローバル化といった文脈だけでの捉え方はできないのであって，

ジェンダー差別の文脈において解決の手法を含めて考える必要があるということです。

３．分断と差別をもたらすレジームとしての日本型雇用システム

こういった分断・差別的な構造がどこから生み出されてくるのかということが，１つの原因究明

の課題になるわけです。労働市場を分断し二極化を進めたレジームが戦後の司法判断によって積み

上げられてきましたが，私はそれを３期ぐらいに分けて説明することができるのではないかと思い

ます。まず戦後からずっと高度成長期を経て均等法が制定されるまでですが，これは日本型雇用慣

行の法的承認として，最高裁を頂点にして築き上げられてくる判例法理がその分断をレジーム化し

たと思います。

１番目の，何と言っても大きな裁判例というのは「三菱樹脂高野事件判決」でした。これは，募

集採用の段階で企業が思想信条による差別を行ったとしても違法ではないと判断したものです。そ

の根拠は何かと言いますと，同じ企業に長期間組織され，仕事をするメンバーとして適格性がある
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かどうかということを問うのは，企業として当然合理性があるというものです。しかし，職務との

合理的な関連性のない個人の属性を採用のふるいにかけるというのは，差別につながることとして

私どもの法的価値観としては許されない。だから憲法に違反しているというふうに考えられるわけ

ですが，それは憲法には違反しても，実体法には違反しない。公序にも反しないというのが「三菱

樹脂高野事件判決」でした。こういった判決というのは，実はその後のコース別雇用管理による男

女の待遇差別に関する判決，これは労働者側を負けさせ続けたわけですが，募集採用区分を設けて

男女を区分して労働契約を締結するということも許されるのだという考え方を導くことになりまし

た。そして非正規雇用の固定的身分化を容認する考え方，根拠にもなったわけです。

２番目に，裁判所は1950年代に入りますと解雇制限法理の確立に向かい始めます。この解雇制

限法理の根拠も，実は戦争が終わった直後からの柳川コートを中心として築き上げられてきた法理

と，その後，最高裁などが取り上げる法理の質というのは大きく違うと思います。しかし，この解

雇制限法理の確立とともに実は雇い止め法理も確立されていきます。整理解雇法理は，正規雇用の

解雇回避努力としてパート・臨時・季節工といった非正規労働者の人員整理をまずは求めていると

いうように，非正規雇用がバッファーとしての身分的な地位にあることを法的に承認しました。そ

して有期労働者に対する雇い止め法理も，そういった観点から確立されてきたものであり，バッフ

ァー的な地位に修正を加えたりするものでは全くありません。そしてそれが労働契約法の中に盛り

込まれていくことになりました。

３番目に，裁判所は労働義務の範囲を包括的に使用者に委ねた契約関係にあることを，職務，勤

務場所，労働時間が問題になったケースで確認していきました。労働者が使用者に対して包括的に

承認を与えたことを基礎に使用者は業務命令権を行使するという関係が成り立っているというわけ

です。その根拠は何かと申しますと，長期に企業に雇用されて働く関係のもとでは，労働者は包括

的に労働力の処分を企業に預けたと考えるのが合理的だというものでした。このへんが日本の特質

性といいますか，非常に問題のある判断で，例えば勤務地変更，転勤については通常甘受すべき程

度を著しく超える不利益を負わせるなど，特段の事情が存する場合でない限りは，転勤命令は濫用

ではないというわけです。そして家族責任，生活上の不利益というのは転勤に伴う通常甘受すべき

程度のものである，というような判断につながっていくわけです。裁判官も３年に１回転勤するの

でずいぶんとつらい思いをしているのだろうと思いますが，人間というのは自分がつらい思いをし

てそれを乗り切ると人にも同じことを求めるもので，そういうところがこの判例に表れている。大

阪の判例なんかは，チェースマンハッタン銀行事件などでは小学校４年生の子どもに家事ができる

といって，母親の大阪から東京への単身赴任を認めるというような判決もありました。

こういった判決というのは労働契約法が家族的責任への配慮だとかを求めるようになり，あるい

は育児介護休業法が勤務地についての配慮を求めるというような流れのなかで，若干下級審で判断

が変わってきてはいますけれども，大きな流れを修正するものではありません。こういった３つの

柱に基づく判断が，実は均等法レジームの基盤になります。

４．均等法＝雇用管理区分体制

均等法レジームとは何かと申しますと，女性差別撤廃条約の批准が求められるようになり，経営

側は男女雇用平等法制に反対するのですが，その中で唱えたことは基本的に今日まで生き続けてき
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ています。それは，日本型雇用慣行のもとでは，一般的に勤続年数が短く家族的責任を負担してい

る女性と男性を区別なく待遇するよう求める法制度はなじまない，というものです。つまり日本型

雇用慣行は包括無定量な働き方とともにあり，それを受容できて初めて定年までの雇用が保障され

るのであって，そこから期待できない，つまりOthersとしての女性を男性と同じように待遇すると

いうことはできないのだと言うわけです。その結果，男女雇用機会均等法は妥協の産物として努力

義務規定となったと言われていますが，募集採用区分による規制枠組みからスタートしたというと

ころに，経営側を均等法制定に同意させる逃げ道があったと見ています。

このコース別雇用管理が社会の中に普及してくるプロセスは本当にドラスティックでありまし

て，均等法制定を前後して，この雇用管理制度による男女の区別＝差別の固定化・拡大が流れにな

ります。均等法が施行される３，４年前から，各企業の中でこのコース別雇用管理，より明確に男

女を区別していくという管理が新しく提案されるようになりました。そして女性たちは待遇格差を

契約区分の違いとして権利救済の可能性を奪われていったわけです。

均等法レジームというのは雇用管理区分体制と言い換えても構わないと思います。そして，こう

した均等法に加えてさらに３つの法制度がこの制度を補完しました。労働時間規制が大きく規制緩

和撤廃の方向にふれて，男性並みに働ける女性を差別から救済するという仕組みをつくりました。

そもそも労働時間規制は，労働からの自由を保障するものであり，当時の男女のダブルスタンダー

ドというのは，その基本的な労働からの自由という原則からしますと，男性に対して差別的な基準

だと思っておりました。それを何時間働けるかという観点から女性差別と見なしてしまうという方

向に逆転してしまうわけで，それを労働界も含めて受け入れさせられていくかのような流れになっ

てしまいました。

こういった規制緩和は，一方では女性を男性並みの長時間労働に巻き込み，他方でそれに対応で

きない女性の非正規雇用化を促進させる装置になります。労働者派遣法は，２番目のサブシステム

と言えるもので，均等法では救済できない女性のニーズに応えるということで，契約本位に技能を

発揮して働けるスタイルとして登録型派遣を合法化していくということになりました。登録型派遣

が合法化されるという時の，あのドラスティックで急激な変化と裏話というのは，本当に私もどこ

かに書いておこうと思うぐらいにとても大変な事態でした。この規制緩和というのは，女性労働と

いうものを流動化と買いたたきに曝したというところに大きなポイントがあります。そして年金法

の改正でした。年金法というのは，専業主婦の年金権を確立するということで第３号被保険者を登

場させた。それが非正規化された女性達のなかに，課税最低限と第３号被保険者の範囲で調整して

働く低賃金労働を広げる装置となりました。

こういう中で男女別コース制に基づく待遇格差を違法だとして差額賃金の支払いを求めて提訴し

たケースもありましたが，裁判所は，企業には採用の自由があり，均等法以前から努力義務の時代

にかけて実施してきた男女を区別した雇用管理は，憲法には反するけれども違法ではないと判断し

てきました。こういった司法判断が均等法体制を次第に不動のものにしていきました。そして均等

法は今なお雇用管理区分ごとの規制枠組みを維持し，それがパート法に引き継がれてレジームを構

成したということだと思います。
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５．分断・差別の身分化がもたらしたもの

1986年にこの均等法レジームの法整備が行われました。それから10年の間には司法判断も含め

て，正規と非正規，雇用管理区分が違って採用された労働者の間には分かちがたい壁があるのだと

いう思想が制度の中に埋め込まれていきました。こういう規制枠組みが，若者たちの命の値段に差

別を持ち込むことになりました。

名古屋地裁の交通部の裁判官が『法曹時報』に掲載した論文というのは，背筋が寒くなるような

ものでした。これまで若年層の非正規労働者の逸失利益の算定について，将来の可能性を考慮して

賃金センサスによって基礎収入を算定するという実務が運用されてまいりました。それはどうして

だったのかと申しますと，若い人たちには可能性がある。その可能性のある若い人たちの命の値段

に差別をつけてはいけないということで，できるだけ格差をもたらさないようにするというところ

に趣旨がありました。それは私たち実務家の中で当たり前のことでありまして，そのように逸失利

益を算定してまいりましたけれども，それを逆転させるというか，その運用を抜本的に変更すると

いうことでした。

内容はどんなものかというと，厚生労働省の労働経済白書を引用して，若年正規雇用者について

は就労期間が短いことが実収入額が低額であることの原因である。これらはその後就労を継続する

ことで収入増が期待できる。だが，若年非正規雇用者については低収入の要因が就労期間の短いこ

とにあるとも言い難く，就労の継続によって収入増が期待できるとも直ちには言い難い。さらに，

非正規労働者の増加の背景には雇用情勢が大きく影響しており，今後雇用情勢が好転すれば正規雇

用化が進むことも考えられるが，若年非正規労働者が一般に将来正規雇用者になるとも言えないと

いう，わかったようなわからないようなことを言いまして，その人の今の細切れ雇用による所得に

よって，将来，すべての収入可能性を図るのだという方向を打ち出したわけです。

Ⅲ．雇用改革への流れ

１．司法判断

こういった正規と非正規の待遇格差は，所得だけに限るものではなくて，雇用の開始から終了に

至るあらゆるステージにおいて認められます。ハラスメントを受けた時の対応，それから権利に至

るまで，これは非常に大きな格差になっています。その根拠は何なのかはしばらくおくことといた

しまして，裁判所は理不尽な部分については若干の修正を加えながら判決を下してきております。

例えば「丸子警報器事件」であるとか，あるいは雇用継続については「東芝柳町工場事件」，「日立

メディコ事件」などが挙げられるわけですが，しかし基本のところはもう採用のところから身分は

決まっているのだということで一貫しています。

賃金についての格差を問題にした「日本郵便逓送事件大阪地裁判決」を見てみますと，長期雇用

を前提とする正規労働者と，それから臨時である非正規では，仕事や役割に対する期待が違うと言

っているのです。仕事や役割が現実において今の時点では異ならないとしても，期待が違うと。期

待というのは一体何なのかと言ったら根拠のあるものではないのですが，正規雇用には期待がある

というだけの話であって，その格差には法的合理性があると判断しています。そしていくら同じ仕

事を処理できたとしても，あなた方は低賃金で忍ぶべきなのだということで労働者側の請求を棄却
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しているということです。こういった流れはあまりにも理不尽で，司法と立法の両面から若干の修

正が加えられたりしてきました。主だったものというのは「丸子警報器事件」判決です。また総合

商社，兼松の案件では，事務職と営業職との雇用管理区分にもかかわらず差別があるということを

認定しまして，賃金の差額分の何割かを支払うような賠償命令が出たことで大きく変わってまいり

ました。

注目すべきなのは，コース区分基準として男女を振り分けてきた転勤の可否について，これは人

事ローテーション幅の違いが，処理できる仕事の困難度というものを決めていくのだというのが今

までの裁判所の考え方だったわけですけれども，兼松事件の判決の場合には，転勤は労働者にとっ

て非常に過酷な負担を強いるものではあるかもしれないけれども賃金格差の合理的な根拠にはなら

ないのだ，ということで転勤の可否という基準を合理性の範囲から除外をしました。そして大きく

雇用管理区分による，それを利用した差別の救済に足を踏み入れたということであります。

２．商取引化された「雇用」の矛盾

こういう中で雇用格差をどう解消していくのか。次のステップに展望を見いだすことができるよ

うになってきたわけですが，他方では商取引化された雇用と格差の拡大というものが社会の中に蔓

延してまいります。私は派遣労働ネットワークでこの大原社研さんにもお世話になっておりますが，

「労務供給の多様化」研究会というのがありまして，そこで商取引を含んだ労働形態についてどん

な問題があるのか，どう法規制を加えていかなければならないのか，などの点について検討を重ね

てまいりました。私は労働者派遣法が制定されて以降，ずっとこの問題に関わってきたつもりなの

ですけれども，ここまで労働者派遣が貧困の代名詞になるということに制定当時は全く思い至りま

せんでした。その当時はやはりサラリーマンが包括無定量に，包括的な支配関係の中で働くという

義務がある。そういうことが判例で確認をされてきている時代でしたから，むしろ契約本位に働け

る。それで自由に働ける。専門性を生かせる。そういうポジティブな側面に注目しました。

しかし，それは５年もたてばだいたいはメッキが剥げてくるわけで，労働相談というのが，本当

に明るい光の陰には暗い側面があるということを実感させられるものでした。労働関係の中に商取

引を含むというのは，ここまで買いたたきを許容していくのかと。新自由主義的な政策の中でそう

いった労働がどんどん製造業務まで拡大されてくるわけですが，何よりも登録型派遣が商取引の影

響を雇用契約にダイレクトに及ぼす。そのことから，働き続ける権利さえ一般の労働者とは格差が

つけられるという，そういう厳しい働き方の中に身を置くことになりました。

重要なことは，リーマンショックによる雇用への影響が派遣切りだとかで非常に深刻化する中で，

最高裁が長期に就業を継続してきた労働者の事件について，登録型派遣労働者には雇用継続への期

待権は認められないのだという判決を容認してしまったというところにあります。これは私も控訴

審の途中から関与しておりまして，本当に力を尽せなかったということで悲しくてくやしい思いを

させられております。「東芝柳町工場事件」以降，非正規労働者を正規労働者のバッファー的な身

分として扱ってきた裁判所が，ここまで鋭いものになったことを非常に痛感させられるものでした。

私はこの決定，最高裁の判断に対して即座にILO181号条約１条１項bの，雇用と言うに値しない日

本の登録型派遣制度というのは廃止されるべきだと，全国ユニオンに力を借りて提訴をいたしまし

た。新自由主義のもとでも買いたたかれた労働が究極の細切れ化ということで日雇い派遣などを生
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み出していった。そうした収奪の手法と深刻な影響については，『労働ダンピング』などをお読み

いただければと思います。

３．民主党政権による改革

このような雇用を改革することになるのは当然で，それがどんなふうに改革されてきたのかとい

うことを示したのが表１になります。これを見ながら少し解説をさせていただければと思います。

私はこの雇用改革において，日本の政府がもしこれからも進めていく認識があるのならば，昨年

出されたILO憲章24条に基づく２つの申し立てに対する勧告，理事会によって承認された勧告に留

意する必要があると思います。１つは，一連の賃金差別をめぐる司法判断についてILO条約を充足

していないという見解。それからもう１つは，登録型派遣労働者の雇用継続に関する最高裁判決は

ILO181号条約に違反するという申し立てに対して，それにイエスかノーかということは答えてい

ませんけれども，登録型派遣で働く労働者の雇用と権利保証を徹底すべきだということ。他の形態

で働く労働者と同じように労働法上の権利保護が図られるべきだということを述べているわけで，

これらの２つをどう考慮するかということが試金石になると捉えています。

（1）労働者派遣

民主党政権による非正規雇用改革の中で，まず第１に労働者派遣法の改正について極めて注目す

べき部分を含んでおります。登録型派遣の禁止。これは原則禁止です。それから製造業務の派遣禁

止，30日以下の日雇い派遣の禁止を含んでいました。しかし登録型派遣と製造業務の派遣禁止は，

自民・公明との与野党間の綱引きの中で撤回されていくことになりましたが，これは非常に残念だ

と思います。私見を申し上げますと，製造業務の派遣禁止より，労働者派遣制度の屋台骨である登

録型という，商取引に直接労働契約が影響されてしまうような派遣形態を禁止することが大事であ

って，そういう屋台骨をしっかりさせたところで，業務や期間による利用規制を議論していくべき

だと考えています。30日以下の雇用契約を締結して派遣することを禁止するという，日雇い派遣

の原則禁止規定ですが，これは非常に大きな問題を含むことになりました。そもそも登録型派遣を

禁止すればこのような形態をとりたてて抽出して禁止をする必要はないのですが，残念ながらこれ

を残すこととなり，さらに例外の中に非常に大きな将来に向けての改悪の要素を含むことによって，

深刻な問題を提起することになったわけです。

１つは原則禁止の例外を認める基準を人的属性によって規定したことです。例えば人単位の規制

に舵を切ったというふうに思いますけれど，常用代替防止を法の趣旨とする以上は，正規雇用との

競合回避が要請されますので，そうしますと客観的な業務と期間による制限を組み合わせた規制と

なります。したがって人単位ではやらないということになるわけですが，今回の例外を認める規定

の中に人単位による規制を入れたのです。それに「主たる生計維持者」ではない者，という間接差

別となる基準を盛り込んだことは大いに問題になると思います。それから世帯収入500万円以上が

例外の要件になっているということ。こうした動きは，今後制度を抜本的に見直すという予兆とし

て見ることができます。脱法の取り締まりは現状では全く不可能と考えている点です。

しかしながらこういった不十分さにもかかわらず，実は画期的な改正点が盛り込まれています。

それが第40条の６という条項を新設しまして，利用制限を逸脱するなどして派遣を受け入れた派

遣先に雇用申し込みのみなし規定をかけ，それで派遣先との間の契約関係，直接の雇用関係という

ものを民事的効力として労働者側に権利主張できるという規定を盛り込みました。この意義という
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のはあまり詳しくはここでは申し上げませんが，今までの雇用責任規定は行政上の行政取締法規と

しての雇用責任規定であり，民事上の権利を主張することができないというふうに仕切られてきた

ものです。それを意思表示上の問題として捉えて民事的効力を付与したというのは，これからの労

働者派遣制度をどう仕組んで行くのかという場合にも非常に大きな労働者の権利の橋頭堡を作るも

ので，これは本当に画期的な改革であったと思います。

（2）有期雇用

それから改正労働契約法についてです。これは有期雇用法制を強化するということでしたが，主

な法整備は雇い止め法理の法制化，それから有期雇用から無期雇用への転換，そして有期の定めを

置くことを理由とした不合理な差別の禁止という，３つの柱を骨子とするものでした。雇い止め法

理の法制化はもう既にご紹介させていただいたように，最高裁で確認されたバッファー的身分の承

認法理をそのまま法制化したものですから，私たちにとってみれば，これで一体何ができるのかと

いうもののように思えます。そもそも雇用のあり方について，雇用継続についての差別的な性質と

いうものまで含めて是正していくことをやれなかったということなので，このへんは次の課題にな

るということになります。

有期雇用から無期雇用への転換とは，更新して５年以上働いた労働者に無期雇用への転換権（形

成権）を保障し，そのまま働き続けるか，それとも無期雇用への転換をはかるか労働者に選択権を

与えるという制度です。これも５年というのはいかにも長すぎるとか，かえって５年で雇い止めと

いう濫用が広がるのではないかとか懸念がありますが，転換への選択権を保障したという点では基

本的には評価できるものです。しかし，このような制度をどんなふうに組立て運用するかは労使の

綱引きによるもので，使用者側に有利に持って行かれると，とんでもない副作用に見舞われること

になります。例えばJRのグリーンスタッフのように，５年で雇い止めるというように。最近は雇

い止めの条件をあらかじめ契約の中に書き込んでおくことが多く，労働条件変更も含めて契約条件

の中に書き込んでいる契約書が少なくありません。契約は不利益に変更することがありますよ，承

諾してくださいね，それから雇用継続は３年で止めます，５年で止めますというもので，こうした

条項を入れ込むことが増えています。何年かで雇い止めした次に用意される雇用は，期間の定めの

ない雇用かもしれませんが，労働者の転換請求権というのではなく，逆に，企業が選択権をもつ

「採用」という形にしてしまう。つまり，企業にとって使いでのある優秀な労働者しか採用しない。

制度の仕組み方によって，労働者に保障されたはずの期間の定めのない雇用への選択権は無化され

てしまい，使用者に労働者を選別する裁量しかそこにはないわけで，こうした制度が拡大されるこ

とへの危惧が大きくなっています。しかしながら改革の主要なテーマであった格差の解消，有期の

定めを置くことを理由とした不合理な差別の禁止規定については画期的な改革であったと思います。

（3）雇用管理区分体制からの脱却

この不合理な差別の禁止は，先ほどの「雇用管理区分」による規制の強固な枠組みを取り払い，

雇用管理を区分する基準の一つひとつを待遇格差を設ける合理性があるのかどうかという観点から

法的評価のふるいにかけるという規制枠組みに転換しました。これまでの雇用管理区分に基づく規

制枠組みは，均等法以外にもパート法によるパート差別禁止規定が典型的で，①無期であること，

②従事する職務が同一であること，③人材活用の枠組みが同一であること，以上の３要件を充足す

る（つまり日本型雇用システムの適用を受ける）パートでなければ差別禁止規定は適用しないとい
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うものでした。これに対して労働契約法20条は，職務の内容であるとか人材活用の枠組みについ

ては，待遇格差の合理性を判断するいくつかの要素の中の一つに落とし込んでしまった。だからこ

の差別禁止の対象となる労働者というのは広く取ることができるという意味で，雇用管理区分体制

を脱却させたという画期的な側面があるわけです。

今でもその側面について否定的な論者と，それから積極的に評価する論者がいます。私は人事ロ

ーテーションの範囲だとか職務の同一性に，もっと職務の価値の同一性といった物差しを盛り込ん

でいくべきだと主張しておりますが，まずは既成のフレームにおいてここまで来ているということ

を高く評価し，次に何をすべきなのかという議論を落ち着いて進めていくべきではないのかと考え

ています。今，均等法が見直しの論議の中にありますし，パート法も改正のかじ取りを民主党政権

下で行ってまいりましたが，均等法もこういう労働契約法20条が制定されている以上，雇用管理

区分による既成のフレームを撤廃しなければならないことになると思います。

Ⅳ．今後の課題

この法制度が，今後どのように広範囲に利用されていくのかが非常に大きな注目点です。この規

定の対象となるのは労働条件に限っておりまして，雇用のあり方だとか募集採用だとか，そういっ

たところには残念ながら及びません。しかしながら，親が死んだ悲しみは正規も非正規も同じなの

に，何故正社員は葬式を出して賃金が保障されて，非正規には無給なのか。そういう根源的な非正

規労働者からの問いが，この規定によって改善されるし，私が聞いている範囲でいきますと，労使

の話し合いによって急速にこの点が改善されてきているということです。今後，どのようなルール

のフレームを形成するかの綱引きが焦点になってくると思います。

では，これからの課題は何かということで言わせていただきます。

やはり非正規問題をジェンダーの問題として捉えることが極めて重要だと考えております。この

格差に切り込んでいくには，性中立的な職務評価を抜きにしてはあり得ないと思います。雇用格差

は人権問題として，あるいはジェンダー差別の文脈において理解すべきであるということからする

と，今日，なぜ女性の登用がここまで進まないのか，あるいはなぜジェンダー平等指数が101位と

いうようなところにあるのか。ことほどさようにそういう事態だから日本の経済は停滞するのだと

いう国際社会からの批判は，まさに正当だと私には思えてなりません。雇用格差解消にはまず経済

成長が不可欠であるという考え方はもはや取り得ないということを，産業界も含めて肝に銘じるべ

きだと思います。

利益配分システムについて冒頭に申し上げましたけれども，私はこの配分システムの中からジェ

ンダーの視点で性中立的な職務評価を埋め込んだ新しい配分システムを構築するという以外に，こ

の雇用を回復させていく道はないと思います。その具体的な手法について，民主党政権ではいろい

ろなところに可能性を盛り込んできました。理論的にも整理をつけてきたという側面もありますが，

こういったところが今の安倍政権にうまく引き継がれるとは考えられません。力をつけて独自に取

り組むことが求められるわけですが，そうした流れを少しでも強くしなければならないと決意を新

たにしているところです。以上をもって，私の問題提起とさせていただきます。

（なかの・まみ　弁護士〈東京弁護士会〉・NPO派遣労働ネットワーク理事長）
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